
 

 

（
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
の
一
部
改
正
） 

第
十
七
条 

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
の
事
業
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
三

年
厚
生
労
働
省
令
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
表
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 
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（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
） 

改 
 
 

正 
 
 

後 

改 
 
 

正 
 
 

前 

附 

則 

 

（
虐
待
の
防
止
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
（
以
下
「
新
居
宅

サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
（
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基

準
第
八
十
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
事
業
者
に
適

用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
三
十
七
条
の
二
（
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等

基
準
第
九
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
並
び
に
第
四
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
（
以
下
「
新
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
（
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

等
基
準
第
八
十
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指

導
事
業
者
に
適
用
さ
れ
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
第
五
十
三
条
の
十
の
二
（

新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限

る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講
じ
な
け
れ
ば

」
と
あ
る
の
は
「
講
じ
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
」
と
し
、
新
居
宅
サ
ー
ビ

ス
等
基
準
第
九
十
条
及
び
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
一
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
、
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
、

虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
く

よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
次
に
」
と
、
「
重
要
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
重
要

事
項
（
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
」
と
す
る

。 

附 

則 

 

（
虐
待
の
防
止
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
（
以
下
「
新
居
宅

サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
及
び
第
三
十
七
条
の
二
（

新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
三
十
九
条
の
三
、
第
四
十
三
条
、
第
五
十
四
条

、
第
五
十
八
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八
十
三
条
、
第
九
十
一
条
、
第
百
五
条

、
第
百
五
条
の
三
、
第
百
九
条
、
第
百
十
九
条
、
第
百
四
十
条
（
新
居
宅
サ

ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
条
の
十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
百
四
十
条
の
十
五
、
第
百
四
十
条
の
三
十
二
、
第
百
五
十
五
条
（
新
居

宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
五
十
五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含

む
。
）
、
第
百
九
十
二
条
、
第
百
九
十
二
条
の
十
二
、
第
二
百
五
条
、
第
二

百
六
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
（
以
下
「
新
指
定

居
宅
介
護
支
援
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
五
項
及
び
第
二
十
七

条
の
二
（
新
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス

基
準
（
以
下
「
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三

項
及
び
第
三
条
の
三
十
八
の
二
（
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
十
八
条

、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
七
条
の
三
、
第
四
十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、

第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百
二
十
九
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十

九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
（
以
下
「
新
介
護
予

防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
三
項
及
び
第
五
十
三
条
の
十

の
二
（
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
六
十
一
条
、
第
七
十
四
条
、
第
八

十
四
条
、
第
九
十
三
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
四
十
二
条
（
新
介
護
予
防
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サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

第
百
六
十
六
条
、
第
百
八
十
五
条
、
第
百
九
十
五
条
（
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ

ス
等
基
準
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
百
四

十
五
条
、
第
二
百
六
十
二
条
、
第
二
百
七
十
六
条
、
第
二
百
八
十
条
及
び
第

二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
予
防
支
援
等
基
準
（
以
下
「
新
指
定
介
護
予
防
支

援
等
基
準
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
五
項
及
び
第
二
十
六
条
の
二
（
新

指
定
介
護
予
防
支
援
等
基
準
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
六
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

基
準
（
以
下
「
新
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
」
と
い
う
。
）
第

三
条
第
三
項
及
び
第
三
十
七
条
の
二
（
新
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

基
準
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
（
以
下
「
新
養

護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
及
び
第
三
十
条
、
第
八

条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
（
以
下
「
新
指

定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
四
項
、
第
三
十

五
条
の
二
（
新
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
四
十
九
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
九
条
第
三
項
、
第
九
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
（
以
下
「
新
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準

」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二
第
四
項
、
第
三
十
六
条
の
二
（
新
介
護
老
人
保

健
施
設
基
準
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十

条
第
三
項
、
第
十
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設

基
準
（
以
下
「
新
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
」
と
い
う
。
）
第
一
条
の
二

第
四
項
、
第
三
十
四
条
の
二
（
新
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
五
十
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
八
条
第
三
項
、
第
十
一
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
（
以
下
「
新
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
五
項
（
新
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
基
準
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
三
十
一

条
の
二
（
新
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
四
十
二
条
、
第
五
十
九
条
及
び

第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
三
条
第
三
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項
（
新
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
、
第
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準

（
以
下
「
新
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
四
項
、
第
三

十
三
条
の
二
（
新
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
三
十
九
条
、
附
則
第
十
条
及
び

附
則
第
十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
附
則
第
三
条
第
四

項
及
び
附
則
第
十
一
条
第
四
項
並
び
に
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の

介
護
医
療
院
基
準
（
以
下
「
新
介
護
医
療
院
基
準
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第

四
項
、
第
四
十
条
の
二
（
新
介
護
医
療
院
基
準
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
十
四
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
講
じ
る
よ
う
に

努
め
な
け
れ
ば
」
と
し
、
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
十
九
条
（
新
居
宅

サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
三
十
九
条
の
三
及
び
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
五
十
三
条
（
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
五
十
八
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
七
十
三
条
、
第
八
十
二
条
、
第

九
十
条
、
第
百
条
（
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
五
条
の
三
及
び
第
百
九

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
十
七
条
、
第
百
三
十
七
条

（
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
条
の
十
五
及
び
第
百
四
十
条
の
三
十

二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
四
十
条
の
十
一
、
第
百
五

十
三
条
、
第
百
五
十
五
条
の
十
、
第
百
八
十
九
条
、
第
百
九
十
二
条
の
九
及

び
第
二
百
条
（
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
百
六
条
及
び
第
二
百
十
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第

十
八
条
（
新
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
三
条
の
二
十
九
、
第
十

四
条
、
第
二
十
九
条
（
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
三
十
七
条
の
三
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
四
十
条
の
十
二
、
第
五
十
四
条
、

第
八
十
一
条
（
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
八
十
二
条
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
二
条
、
第
百
二
十
五
条
、
第
百
四
十
八
条

及
び
第
百
六
十
六
条
、
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
五
十
三
条
（
新
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
六
十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
七
十
二
条
、
第
八
十
二
条
、
第
九
十
一
条
、
第
百
二
十
条
、
第
百
三

217



  

十
八
条
（
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
六
十
六
条
及
び
第
百
八
十
五

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
五
十
六
条
、
第
百
九
十
二

条
、
第
二
百
七
条
、
第
二
百
四
十
条
、
第
二
百
五
十
九
条
及
び
第
二
百
七
十

条
（
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
百
八
十
条
及
び
第
二
百
八
十
九
条

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
介
護
予
防
支
援
等
基
準
第

十
七
条
（
新
指
定
介
護
予
防
支
援
等
基
準
第
三
十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
新
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
十
七
条

、
第
五
十
七
条
及
び
第
七
十
九
条
、
新
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
七
条
、
新

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
二
十
三
条
及
び
第
四
十
六
条
、
新
介
護
老

人
保
健
施
設
基
準
第
二
十
五
条
及
び
第
四
十
七
条
、
新
介
護
療
養
型
医
療
施

設
基
準
第
二
十
四
条
及
び
第
四
十
七
条
、
新
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第

七
条
（
新
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第
三
十
四
条
（
新
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
六
十

三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第

七
条
（
新
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
三
十
九
条
、
附
則
第
十
条
及
び
附
則
第

十
七
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
新
介
護
医
療
院
基
準

第
二
十
九
条
及
び
第
五
十
一
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
中
「
、
次
に
」
と
あ
る
の
は
「
、
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に
関
す
る

事
項
に
関
す
る
規
程
を
定
め
て
お
く
よ
う
努
め
る
と
と
も
に
、
次
に
」
と
、

「
重
要
事
項
」
と
あ
る
の
は
「
重
要
事
項
（
虐
待
の
防
止
の
た
め
の
措
置
に

関
す
る
事
項
を
除
く
。
）
」
と
す
る
。 

 

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、

新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
三
十
条
の
二
（
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九

十
一
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
及
び
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス

等
基
準
第
五
十
三
条
の
二
の
二
（
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
九
十
三

条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
に
限
る
。
）
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ

れ
ら
の
規
定
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け

れ
ば
」
と
、
「
実
施
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る
の
は
「
実
施
す
る
よ
う
努
め
な

（
業
務
継
続
計
画
の
策
定
等
に
係
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

こ
の
省
令
の
施
行
の
日
か
ら
令
和
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
、

新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
三
十
条
の
二
（
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
三

十
九
条
の
三
、
第
四
十
三
条
、
第
五
十
四
条
、
第
五
十
八
条
、
第
七
十
四
条

、
第
八
十
三
条
、
第
九
十
一
条
、
第
百
五
条
、
第
百
五
条
の
三
、
第
百
九
条

、
第
百
十
九
条
、
第
百
四
十
条
（
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
四
十
条
の

十
三
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
四
十
条
の
十
五
、
第
百

四
十
条
の
三
十
二
、
第
百
五
十
五
条
（
新
居
宅
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
五
十
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け
れ
ば
」
と
、
「
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
る
も

の
と
す
る
」
と
す
る
。 

五
条
の
十
二
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
百
九
十
二
条
、
第

百
九
十
二
条
の
十
二
、
第
二
百
五
条
、
第
二
百
六
条
及
び
第
二
百
十
六
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
十

九
条
の
二
（
新
指
定
居
宅
介
護
支
援
等
基
準
第
三
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る

場
合
を
含
む
。
）
、
新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
三
条
の
三
十
の
二
（

新
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
十
八
条
、
第
三
十
七
条
、
第
三
十
七
条
の

三
、
第
四
十
条
の
十
六
、
第
六
十
一
条
、
第
八
十
八
条
、
第
百
八
条
、
第
百

二
十
九
条
、
第
百
五
十
七
条
、
第
百
六
十
九
条
及
び
第
百
八
十
二
条
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
五
十
三

条
の
二
の
二
（
新
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
六
十
一
条
、
第
七
十
四
条

、
第
八
十
四
条
、
第
九
十
三
条
、
第
百
二
十
三
条
、
第
百
四
十
二
条
（
新
介

護
予
防
サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
百
五
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

。
）
、
第
百
六
十
六
条
、
第
百
八
十
五
条
、
第
百
九
十
五
条
（
新
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
等
基
準
第
二
百
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第

二
百
四
十
五
条
、
第
二
百
六
十
二
条
、
第
二
百
七
十
六
条
、
第
二
百
八
十
条

及
び
第
二
百
八
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
指
定
介

護
予
防
支
援
等
基
準
第
十
八
条
の
二
（
新
指
定
介
護
予
防
支
援
等
基
準
第
三

十
二
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
地
域
密
着
型
介
護
予
防

サ
ー
ビ
ス
基
準
第
二
十
八
条
の
二
（
新
地
域
密
着
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
基

準
第
六
十
四
条
及
び
第
八
十
五
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、

新
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
二
十
三
条
の
二
、
新
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設

基
準
第
二
十
四
条
の
二
（
新
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
基
準
第
四
十
九
条
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
二
十

六
条
の
二
（
新
介
護
老
人
保
健
施
設
基
準
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
二
十
五
条
の
二
（
新
介

護
療
養
型
医
療
施
設
基
準
第
五
十
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

、
新
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
二
十
四
条
の
二
（
新
特
別
養
護
老
人
ホ

ー
ム
基
準
第
四
十
二
条
、
第
五
十
九
条
及
び
第
六
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
二
十
四
条
の
二
（
新
軽

費
老
人
ホ
ー
ム
基
準
第
三
十
九
条
、
附
則
第
十
条
及
び
附
則
第
十
七
条
に
お
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い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
新
介
護
医
療
院
基
準
第
三
十
条
の
二
（

新
介
護
医
療
院
基
準
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の

規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
講
じ
な
け
れ
ば
」
と
あ
る

の
は
「
講
じ
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
「
実
施
し
な
け
れ
ば
」
と
あ
る

の
は
「
実
施
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
」
と
、
「
行
う
も
の
と
す
る
」
と
あ

る
の
は
「
行
う
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
」
と
す
る
。 
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